
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
 装着者に当接される液透過性の表面シート、液不透過性の裏面層、及び該表面シートと
該裏面層との間に介在された液保持性の吸収層を有する吸収性物品において、上記表面シ
ートが少なくとも該吸収性物品の後方部において 折り重ねられ り重ね部を形
成して

　 り重ね部

【請求項２】
 上記吸収層が上記表面シートとともに 折り重ねられて上記折り重ね部を形成して
いることを特徴とする請求項１に記載の吸収性物品。
【請求項３】
 上記吸収性物品の後方部において上記表面シートと上記吸収層との間に防漏性シートが
介在され、該防漏性シートが上記表面シートとともに折り重ねられて上記折り重ね部を形
成していることを特徴とする請求項１に記載の吸収性物品。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、生理用ナプキンや失禁者用パッド、外科用パッド等の、装着者に当接される液
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、三層に て折
おり、該三層に積層された表面シートの内の上側の二層の表面シートが、防漏壁と

して機能するようになされており、
前記折 は、前記吸収性物品の後端から離間した部位に形成されている吸収性物

品。
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透過性の表面シート、液不透過性の裏面層、及び該表面シートと該裏面層との間に介在さ
れた液保持性の吸収層を有する吸収性物品に関し、更に詳しくは、後方部からの漏れを良
好に回避できる吸収性物品に関する。
【０００２】
【従来の技術及び発明が解決しようとする課題】
一般に、生理用ナプキン等の吸収性物品として、装着者に当接される液透過性の表面シー
ト、液不透過性の裏面層、及び該表面シートと該裏面層との間に介在された液保持性の吸
収層を有する吸収性物品はよく知られている。この様な吸収性物品は、血液、尿等の体液
を漏れなく吸収・保持できることが要求されている。
【０００３】
血液、尿等の体液を漏れなく吸収・保持させるための技術としては、従来より、実開平７
－２４３１８号公報に記載される様に、撥水性又は非透水性の被覆シートを肌当接面の周
縁部に配置し、且つこの被覆シートの裏面の長さ方向に弾性帯を伸張状態で固定して起立
させた吸収性物品等が知られている。
しかし、上述の様な吸収性物品では、就寝時等における後ろ漏れは十分には回避できない
問題点がある。また、肌当接面に撥水性又は非透水性の被覆シートが配置されるために、
装着感が良くなかったり、装着者の肌へ悪影響を及ぼすおそれがある。
後ろ漏れを回避するための技術としては、後方部を幅広に形成した吸収性物品が知られて
いるが、液量が多量の場合等には後ろ漏れは十分には回避できない場合があり、また、装
着感が良くなかったり、各部材の量が多く必要である等の問題点がある。
【０００４】
従って、本発明の目的は、主に後方部からの漏れを良好に回避でき、装着感を低下させた
り装着者の肌への悪影響を生ずることのない吸収性物品を提供することにある。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、装着者に当接される液透過性の表面シート、液不透過性の裏面層、及び該表
面シートと該裏面層との間に介在された液保持性の吸収層を有する吸収性物品において、
上記表面シートが少なくとも該吸収性物品の後方部において 折り重ねられ り
重ね部を形成して

り重ね部
を提供することにより前記目的を達成した

ものである。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の吸収性物品の実施形態を図面を参照しながら具体的に説明する。ここで、
図１は、本発明の吸収性物品の第１の実施形態としての生理用ナプキンを示す斜視図、図
２は図１の生理用ナプキンのＩ－Ｉ線断面図である。
【０００７】
本実施形態の吸収性物品（生理用ナプキン）１は、装着者に当接される液透過性の表面シ
ート１１、液不透過性の裏面層としての裏面シート１２、及び該表面シート１１と該裏面
シート１２との間に介在された液保持性の吸収層としての吸収体１３を有している。
このような構成については従来の公知技術と同じである。
【０００８】
而して、本実施形態の生理用ナプキン１では、図１及び図２に示すように、上記表面シー
ト１１が少なくとも該吸収性物品１の後方部１ｂにおいて折り重ねられて、防漏壁として
機能する折り重ね部１４を形成している。
【０００９】
　本実施形態の生理用ナプキン１について詳述すると、上記表面シート１１は、実質的に
縦長に形成されており、生理用ナプキン１の後方部１ｂにおいて、生理用ナプキン１の幅
方向に折曲部１１ａを位置させて折り畳まれて長手方向中央側に一度折り返されて表面シ
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ート１１の吸収体１３側の面に重ねられ、更に、後端１ｂ’へ向けて折り返され、表面シ
ート１１が三層に重ねられた折り重ね部１４が形成されている。この折り重ね部１４にお
いては折曲部１１ａが生理用ナプキン１の後端１ｂ’側に配置されており、この状態で表
面シート１１と裏面シート１２とが接着されている。尚、本発明における折り重ね部は、
表面シートが 積層された部分を意味し 層積層された内の上方 に位置す
る二層の表面シート１１が防漏壁として機能するようになされている。
　また本実施形態の生理用ナプキン１においては、表面シート１１は生理用ナプキン１の
前方部１ａにおいて、上記後方部１ｂと対称に折り畳まれており、前方部１ａにも折り重
ね部１４が形成されている。
　上記表面シート１１の形成材料としては、通常公知のものを特に制限なく用いることが
できる。
【００１０】
上記後方部１ｂに形成された上記折り重ね部１４の生理用ナプキン１の長手方向の長さＬ
（図１参照）は、１～５ｃｍであることが好ましい。１ｃｍ未満では防漏効果が減少し、
５ｃｍ超では装着者への接触面積が大きく堰き止めた体液により不快感を与えてしまう場
合がある。
上記折り重ね部１４の折り重ね部１４以外の部分からの高さＨ（図２参照）は、０．３～
３ｃｍが好ましく、０．５～２ｃｍがより好ましい。０．３ｃｍ未満では装着者への圧着
力が弱くて十分な防漏効果を得難く、３ｃｍを越えると装着者への圧着力が大き過ぎて装
着感が低下し易くなる。
上記折り重ね部１４の生理用ナプキン１の後端１ｂ’からの距離Ｄ（図１参照）は、１～
５ｃｍであることが好ましい。１ｃｍ未満では堰き止めた体液を下層の吸収層に引き込む
働きが低下し、５ｃｍを越えると端部での防漏効果が薄れる。尚、本実施形態の生理用ナ
プキン１における上記各部の具体的な数値を示すと、上記折り重ね部１４の上記長さＬは
２ｃｍ、上記高さＨは０．５ｃｍ、上記距離Ｄは２ｃｍとなっている。
【００１１】
以上は、上記生理用ナプキン１の上記後方部１ｂの折り畳み部１４に関する各部の値であ
るが、本実施形態の生理用ナプキン１の前方部１ａに設けられた折り畳み部１４に関する
各部の値（長手方向長さ、高さ及び先端１ａ’からの距離）及びそれらの好ましい数値範
囲も、上記後方部の折り畳み部１４におけるのと同様である。
【００１２】
上記裏面シート１２及び上記吸収体１３は、それぞれ実質的に縦長に形成されており、上
記表面シート１１は、該裏面シート１２との間に吸収体１３を介在させて配置され、その
幅方向の側縁部は上記裏面シート１２側に巻き込まれて該裏面シート１２と接着され、そ
の長手方向の両端部は図１及び図２に示すようにヒートシールにより裏面シート１２に接
着されている。
このように、表面シート１１と裏面シート１２とが上記吸収体１３の周縁において接着さ
れて本実施形態の生理用ナプキン１が形成されている。そして、上記折り重ね部１４の側
部も裏面シート１２側に巻き込まれて固定されている。
上記裏面シート１２及び上記吸収体１３の形成材料としては、通常公知のものを特に制限
なく用いることができる。
【００１３】
本実施形態の生理用ナプキン１は、従来の生理用ナプキンと同様に装着して使用する。そ
してこの生理用ナプキン１は、折り重ね部１４（上方に位置する２層の表面シート）が若
干起立して防漏壁となり、装着した状態において装着者に当接する。従って、本実施形態
の生理用ナプキン１によると、生理用ナプキン１表面を後方に移行する体液と、装着者の
体を伝わって移行する体液の両方が良好に堰き止められ、表面シート１１から吸収体１３
への吸収が促進されるので、後方部１ｂからの漏れが良好に回避される。
本実施形態の生理用ナプキン１によると、肌当接面全面が表面シート１１となっているの
で、装着感が低下することがなく、装着者の肌へ悪影響を及ぼすことがない。
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本実施形態の生理用ナプキン１によると、生理用ナプキン１の前方部１ａにも折り重ね部
１４が形成されているので、前方部１ａからの漏れも良好に回避される。
【００１４】
図３は、本発明の吸収性物品の第２の実施形態としての生理用ナプキンを示す断面図であ
り、上記第１の実施形態における図２に相当する図である。尚、本実施形態において図１
及び図２に示す第１の実施形態と同一の部材に関しては同一の符号を付し、説明は省略す
る。
【００１５】
本実施形態の生理用ナプキン１では、図３に示すように、上記吸収層として吸収シート１
３’が用いられており、この吸収シート１３’が上記表面シート１１とともに折り重ねら
れており、前方部１ａ及び後方部１ｂには、３層の表面シート１１と２層の吸収シート１
３’とにより５層の折り重ね部１４が形成されている。このように折り重ね部１４は、表
面シートと表面シート以外の部材とから形成されていても良い。
本実施形態の生理用ナプキン１において、吸収層（吸収シート）１３’が表面シート１１
とともに折り重ねられていること以外は上述の第１の実施形態と同じである。
【００１６】
本実施形態のように吸収層を折り重ねて表面シート１１とともに折り重ね部１４を形成さ
せる場合には、吸収層は、折り重ね部１４を装着感を悪化させない程度まで折曲させ、且
つ装着時に装着者に当接する程度に起立させるためには、厚さ０．３～３ｍｍの吸収シー
トを含み、該吸収シートと表面シート１１とにより折り重ね部１４を形成させることが好
ましい。本実施形態においては、吸収層は吸収シート１３’のみからなっている。
【００１７】
上記吸収シート１３’としては、吸収紙や不織布、繊維をバインダー等でシート化したパ
ルプシート、フラッフパルプ、及び繊維に高吸収性ポリマーを混合してシート状に形成し
たもの等のシートを用いることができ、加工性及び良好な体液吸収量を得られる点から、
繊維に高吸収性ポリマーを混合してシート状に形成したものが好ましい。尚、繊維に高吸
収性ポリマーを混合してシート状に形成したものとしては、紙又は不織布間に高吸収性ポ
リマーが層状に分散されたもの、親水性繊維と高吸収性ポリマー及びバインダーを混合し
てシート状に形成したもののいずれも用いることができる。
【００１８】
好ましい上記吸収シート１３’としては、親水性繊維及び熱溶融性接着繊維または紙力補
強剤並びに高吸収性ポリマーとから構成され、上記高吸収ポリマーは、上記吸収シート１
３’が液体を吸収する吸収表面には存在せず、該吸収シートの内部に分散配置されており
、且つ該吸収シート１３’を構成する親水性繊維に接着し固定化されており、上記高吸収
ポリマーの散布坪量は５～３００ｇ／ｍ 2  であり、上記吸収シートの厚みが０．３～１．
５ｍｍである高吸収シートが挙げられる。
また、更に好ましい上記吸収シート１３’としては、嵩高性の親水性繊維及び熱溶融性接
着繊維または紙力補強剤から形成された繊維構造体と高吸収性ポリマー粒子とから構成さ
れ、上記高吸収性ポリマー粒子は上記吸収シート１３’が液体を吸収する吸収表面には存
在せず、上記繊維構造体中に分散固定されており、上記高吸収性ポリマーの散布坪量が１
０～７０ｇ／ｍ 2  であり、上記吸収シート１３’の厚みが０．３～１．５ｍｍである高吸
収シートが挙げられる。
【００１９】
この様な高吸収シートは、１枚のシート中に高吸収性ポリマーが３次元的に分散・固定さ
れている為に、該高吸収性ポリマーの吸収能が効果的に発揮され、また、ポリマーのゲル
ブロッキングも少ない為、体液がスムーズに吸収シート中を伝達し易く、高い吸収能を得
る為好ましく使用できる。
【００２０】
本実施形態の生理用ナプキン１によっても、上記第１の実施形態の生理用ナプキン１と同
様の作用及び効果を得ることができる。
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特に本実施形態の生理用ナプキン１によると、折り重ね部１４が吸収層（吸収シート）１
３’を備えているので、体液が折り重ね部１４においても吸収され、後方部１ｂ及び前方
部１ａからの漏れがより一層良好に回避される。
【００２１】
図４は、本発明の吸収性物品の第３の実施形態としての生理用ナプキンを示す断面図であ
り、上記第１の実施形態における図２に相当する図である。尚、本実施形態において図１
及び図２に示す第１の実施形態と同一の部材に関しては同一の符号を付し、説明は省略す
る。
【００２２】
本実施形態の生理用ナプキン１では、図４に示すように、上記生理用ナプキン１の後方部
において上記表面シート１１と上記吸収層１３との間に防漏性シート１５が介在されてお
り、該防漏性シート１５が上記表面シート１１とともに折り重ねられて上記折り重ね部１
４を形成している。
本実施形態の生理用ナプキン１において、防漏性シート１５が配置され該防漏性シート１
５が表面シート１１とともに折り重ね部１４を形成していること以外は上述の第１の実施
形態と同じである。
【００２３】
上記防漏性シート１５は、生理用ナプキン１の前後の縁端から表面シート１１の折曲部１
１ａまでに配置されている。
この防漏性シート１５としては、ポリエチレンフィルムやポリプロピレンフィルム等、通
常公知のものを特に制限なく用いることができる。
【００２４】
本実施形態の生理用ナプキン１によっても、上記第１の実施形態の生理用ナプキンと同様
の作用及び効果を得ることができる。
特に本実施形態の生理用ナプキン１によると、折り重ね部１４に防漏性シート１５が配設
されているので、各折り重ね部１４から前端１ａ側又は後端１ｂ側への体液の移行がより
確実に防止され、前方部及び後方部における体液の漏れを一層良好に回避することができ
る。
【００２５】
図５は、本発明の吸収性物品の第４の実施形態としての生理用ナプキンを示す断面図であ
り、上記第１の実施形態における図２に相当する図である。尚、本実施形態において図１
及び図２に示す第１の実施形態と同一の部材に関しては同一の符号を付し、説明は省略す
る。
【００２６】
本実施形態の生理用ナプキン１では、図５に示すように、表面シート１１は、長手方向中
央側に一度折り返されて表面シート１１の吸収体１３とは逆側の面に重ねられ、更に、縁
端へ向けて折り返されており、折り重ね部１４において折曲部１１ａが長手方向中央側に
配置されており、この状態で表面シート１１と裏面シート１２とが接着されている。
また本実施形態の生理用ナプキン１においては、各折り重ね部１４は、長さＬ’が１～５
ｃｍとなっており、折曲部１１ａの生理用ナプキン１の縁端（前端１ａ’又は後端１ｂ’
）からの距離Ｄ’は１～５ｃｍとなっている。
【００２７】
本実施形態の生理用ナプキン１によっても上記第１の実施形態と同様の作用及び効果を得
ることができる。
【００２８】
本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、各部材の具体的な形状や寸法等は
、本発明の趣旨を逸脱しない限りにおいて適宜変更可能である。
例えば、上記各実施形態の生理用ナプキン１において弾性部材２１を設けることにより折
り重ね部１４による防漏効果の向上をはかってもよい。この様な例として、上記第１の実
施形態の生理用ナプキン１に弾性部材２１を設けた例を図６乃至図８に示す。図６におい
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ては、生理用ナプキン１の側縁部に沿って弾性部材２１を設けて生理用ナプキン１の全長
を長手方向に湾曲させている。図７においては、生理用ナプキン１の折り重ね部１４の側
縁部に沿って弾性部材２１を設けて折り重ね部１４を起立保持させている。図８において
は、生理用ナプキン１の折り重ね部１４の折曲部１１ａに沿って弾性部材２１を設けて折
り重ね部１４を幅方向に湾曲させている。
【００２９】
また、上記各実施形態の生理用ナプキン１において溝３１を設けることにより折り重ね部
１４による防漏効果を補助させてもよい。この様な例として、上記第１の実施形態の生理
用ナプキン１に溝３１を設けた例を図９乃至図１１に示す。図９においては、折り重ね部
１４に吸収体１３側の面から長手方向に溝３１を設けて図１０に示すように折り重ね部１
４を幅方向断面逆Ｖ字形に肌当接面側に持ち上げた状態に保持して装着者へのフィット性
を向上させている。図１１においては、折り重ね部１４の前方に幅方向に溝３１を設けて
、溝３１によって長手方向の体液の移行を折り重ね部１４とともに阻止するようになって
いる。
また上記各実施形態において、折り重ね部１４を前方部１ａに設けず後方部１ｂのみに設
けても後方部１ｂの漏れは良好に回避することができる。
上記各実施形態において、折り重ね部１４は、表面シート１１や吸収層（吸収シート）１
３’をより多数回折り返してより多層に形成されたものとすることもできる。
【００３０】
上記各実施形態において、折り重ね部１４の折り畳み形態は上記実施形態のものに限られ
ず、例えば、図１２に示すように、表面シート１１を、生理用ナプキン１の幅方向に２つ
の折曲部１１ａ’，１１ａ’を位置させて折り重ねて折り重ね部１４を形成させてもよい
。この場合にも、このような折り重ね部１４を後方部１１ｂのみに設けても良いし、後方
部１１ｂ及び前方部に設けても良い。
【００３１】
また、図４に示す第２の実施形態において、吸収層１３は吸収シート１３’と共に吸収体
を備えていても良い。この場合、折り重ね部１４は吸収シートと表面シートのみを折り返
して形成させ、吸収体は折り重ね部１４を形成させないようにするのがよい。
上記各実施形態において、吸収層１３と裏面層１２とは一体に成形されたものとすること
もできる。
上記各実施形態において、後方部１ｂ近傍を幅広に形成して吸収容量を増加させて後端１
ｂ’からの漏れをより一層確実に防止できるようにしてもよい。
上記各実施形態において、長手方向中央から表面シート１１及び裏面シート１２を延出さ
せる等によりウイングを備えた生理用ナプキンとすることもできる。
上記実施形態では生理用ナプキンの場合について説明したが、失禁者用パッドや外科用パ
ッド等の他の吸収性物品でも同様の効果を得ることができる。
【００３２】
【発明の効果】
以上説明した様に、本発明の吸収性物品によれば、後方部からの漏れが良好に回避され、
装着感が低下せず、装着者の肌への悪影響が生じない。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の吸収性物品の第１の実施形態としての生理用ナプキンを示す斜視図であ
る。
【図２】図１の生理用ナプキンのＩ－Ｉ線断面図である。
【図３】本発明の吸収性物品の第２の実施形態としての生理用ナプキンを示す断面図であ
り、上記第１の実施形態における図２に相当する図である。
【図４】本発明の吸収性物品の第３の実施形態としての生理用ナプキンを示す断面図であ
り、上記第１の実施形態における図２に相当する図である。
【図５】本発明の吸収性物品の第４の実施形態としての生理用ナプキンを示す断面図であ
り、上記第１の実施形態における図２に相当する図である。
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【図６】本発明の吸収性物品の他の実施形態としての生理用ナプキンを示す平面図である
。
【図７】本発明の吸収性物品の他の実施形態としての生理用ナプキンを示す平面図である
。
【図８】本発明の吸収性物品の他の実施形態としての生理用ナプキンを示す平面図である
。
【図９】本発明の吸収性物品の他の実施形態としての生理用ナプキンを示す平面図である
。
【図１０】図９の生理用ナプキンを図９の矢印方向からの見た側面図である。
【図１１】本発明の吸収性物品の他の実施形態としての生理用ナプキンを示す平面図であ
る。
【図１２】本発明の吸収性物品の他の実施形態としての生理用ナプキンを示す断面図であ
り、上記第１の実施形態における図２に相当する図である。
【符号の説明】
１　　生理用ナプキン
１ａ　前方部
１ａ’前端
１ｂ　後方部
１ｂ’後端
１１　　表面シート
１１ａ　折曲部
１２　　裏面シート（裏面層）
１３　　吸収体（吸収層）
１３’　吸収シート（吸収層）
１４　　折り返し部
１５　　防漏性シート
２１　　弾性部材
３１　　溝
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】
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